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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチポート型ストラップ器具であって、
　チップと、
　アンテナに結合可能な第１のポートと、
　補助ポートと、
　前記補助ポートに連結された一対の延長ポートパッドを備え、前記ストラップ器具のた
めの改ざん防止機能を提供する延長領域と、を有し、
　前記一対の延長ポートパッドの個々の延長ポートパッドは、前記補助ポートの各側に配
置され、
　前記補助ポートは、当初、開回路状態にあり、前記マルチポート型ストラップ器具を形
成する材料が、抵抗を用いて検出状態に応答し、これにより、前記補助ポートが短絡状態
になる、マルチポート型ストラップ器具。
【請求項２】
　前記アンテナは、ＵＨＦ（超高周波）アンテナである、請求項１記載のマルチポート型
ストラップ器具。
【請求項３】
　前記第１のポートは、一対のＵＨＦパッドを有し、各ＵＨＦパッドは、前記アンテナに
結合可能な前記第１のポートの各側に１つずつ配置されている、請求項２記載のマルチポ
ート型ストラップ器具。
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【請求項４】
　開回路は、既定の値よりも大きな抵抗を有するものとして定義され、閉回路は、前記既
定の値よりも低い抵抗を有するものとして定義される、請求項１記載のマルチポート型ス
トラップ器具。
【請求項５】
　前記マルチポート型ストラップ器具は、さらに、保護層を有し、前記延長ポートパッド
は、前記補助ポートが環境要因の存在に応答して、前記保護層の孔を通して外部環境への
アクセスが与えられる請求項１記載のマルチポート型ストラップ器具。
【請求項６】
　前記環境要因は、水分である、請求項５記載のマルチポート型ストラップ器具。
【請求項７】
　前記マルチポート型ストラップ器具は、低い周波数のパルスで前記補助ポート状態を検
出するようチップと通信する、請求項１記載のマルチポート型ストラップ器具。
【請求項８】
　マルチポート型ストラップ器具であって、
　ＲＦＩＤチップを有し、
　第１のポートおよび一対のＵＨＦパッドを有し、ＵＨＦパッドが一つずつＵＨＦアンテ
ナに結合可能に前記第１のポートの各側に配置され、
　さらに、
　補助ポートと、
　前記アンテナ及び前記ＲＦＩＤチップを保護する保護層と、
　一対の延長ポートパッドを有し、個々の延長ポートパッドは、前記マルチポート型スト
ラップ器具のための改ざん防止機能を提供するよう前記補助ポートの各側に配置され、
　前記補助ポートに接続された前記一対の延長ポートパッドは、環境要因の存在に応答し
て前記補助ポートが状態変化するように、前記保護層の孔を通して外部環境へのアクセス
が与えられる、マルチポート型ストラップ器具。
【請求項９】
　前記補助ポートは、前記マルチポート型ストラップ器具の構造に起因して当初、閉回路
状態にあり、前記補助ポートは、前記補助ポートの前記一対の延長ポートパッドが切断さ
れまたは引き裂かれると、開回路になる、請求項８記載のマルチポート型ストラップ器具
。
【請求項１０】
　開回路は、既定の値よりも大きな抵抗を有するものとして定義され、閉回路は、前記既
定の値よりも低い抵抗を有するものとして定義される、請求項９記載のマルチポート型ス
トラップ器具。
【請求項１１】
　前記マルチポート型ストラップ器具は、低い周波数のパルスで前記補助ポート状態を検
出するようＲＦＩＤチップと通信する、請求項８記載のマルチポート型ストラップ器具。
【請求項１２】
　マルチポート型ストラップ器具であって、
　ＲＦＩＤチップを有し、
　第１のポートおよび一対のＵＨＦパッドを有し、個々のＵＨＦパッドがＵＨＦアンテナ
に結合可能に前記第１のポートの各側に配置され、
　さらに、
　補助ポートと、
　一対の延長ポートパッドを有し、各延長ポートパッドは、前記マルチポート型ストラッ
プ器具のための改ざん防止機能を提供するよう前記補助ポートの各側に１つずつ配置され
、
　前記補助ポートは、前記マルチポート型ストラップ器具の抵抗に起因して当初、閉回路
状態にあり、前記補助ポートは、前記補助ポートの前記一対の延長ポートパッドが切断さ
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れまたは引き裂かれると、開回路になり、
　前記アンテナとストラップ器具の間の結合は、導電性、容量性、及び誘導性結合の任意
の組み合わせにすることができ、前記マルチポート型ストラップ器具は、さらに、保護層
を有し、前記アンテナは、環境要因の存在に応答して前記補助ポートが状態変化するよう
に、前記保護層の孔を通して外部環境へのアクセスが与えられる、マルチポート型ストラ
ップ器具。
【請求項１３】
　前記環境要因は、水分である、請求項１２記載のマルチポート型ストラップ器具。
【請求項１４】
　前記マルチポート型ストラップ器具は、低い周波数のパルスで前記補助ポート状態を検
出するようＲＦＩＤチップと通信する、請求項１２記載のマルチポート型ストラップ器具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、多数のパッドを有するストラップに関する。特に、パッドは、ＲＦ
ＩＤアンテナへの接続部と検出素子を組み合わせてこれらを同一の構造体中に組み込む。
本発明の実施形態によれば、ストラップは、マルチポート型ストラップである。したがっ
て、本明細書は、かかるマルチポート型ストラップに特に言及する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２０１５年９月１５日に出願された米国特許出願第１４／８５４，０９３号の
優先権および権益主張出願であり、この米国特許出願を参照により引用し、その記載内容
全体を本明細書の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　複数のアイテムのうちの１つを識別するための高周波無線認証（ＲＦＩＤ）の使用が周
知である。典型的なＲＦＩＤタグまたは集積回路には、アンテナに電気的に接続されるマ
イクロチップとも呼ばれているマイクロプロセッサが組み込まれている。変形例として、
マイクロチップは、まず最初に、電気リード線を有するパッドに取り付けられ、このパッ
ドは、広い取り付けまたは「ランディング（landing）」領域を提供する。これは、通例
、「ストラップ」または「インターポーザ」と呼ばれている。次に、ストラップは、アン
テナに取り付けられる。具体的には、インターポーザは、アンテナのパッドに結合可能な
チップの接触パッドに電気的に結合される導電性リード線またはパッドを有し、結合領域
は、ＵＨＦ（超高周波）周波数で効率的な結合をもたらすのに十分である。
【０００４】
　しかしながら、２つ以上のポートを備えた別のチップを用いることが望ましい場合があ
る。チップは、アンテナに結合可能な第１のポートおよび補助または第２のポートを有す
る。この補助ポートは、多くの機能、例えば開回路または閉回路状態の決定機能を実行す
るよう構成されているのが良い。さらに、補助ポートの接続状態の判定は、低周波パルス
によって行われ、この低周波パルスは、ＵＨＦ接続をアンテナに結合するキャパシタンス
によっては効率的には結合を行わない。
【０００５】
　さらに、ＲＦＩＤタグ付きのマイクロチップは、データを格納し、かかるデータは、特
定のアイテムに特有の識別データを含むのが良く、この識別データは、オペレータによる
読み取りおよびアイテムの処理のために外部受信機（質問機）に伝送される。マイクロプ
ロセッサはまた、アンテナを介して伝送された高周波（ＲＦ）信号を変調する。外部読み
取り装置（質問機）は、ＲＦＩＤタグにより伝送されたデータを補足するために用いられ
る。ＲＦＩＤタグは、在庫管理、出荷管理、損失防止などのためにアイテム、消費財もし
くは贅沢品、アパレルまたは衣服、消耗品例えば食品に取り付けられる場合がありまたは
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これらと関連する場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ＲＦＩＤアンテナおよび検出素子を有するマルチポート型ストラップを開示
する。具体的には、ストラップは、アンテナに結合可能なＵＨＦポートおよび補助ポート
を有する。補助ポートに接続された延長領域は、改ざん防止または不正加工防止領域とし
て機能し、状態の変化があればラベルが衣服から切り取られたことが分かる。
【０００７】
　以下の内容は、開示した本発明の幾つかの観点の基本的な理解を提供するために発明の
概要を提供している。この発明の概要は、多岐にわたる概観ではなく、重要な／必須の用
途を識別するものではなくあるいは本発明の範囲を定めるものではない。その唯一の目的
は、幾つかの技術的思想を後で提供する詳細な説明の序文として単純化された形態で提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　開示するとともにクレーム請求される本発明は、その一観点では、ＲＦＩＤアンテナお
よび検出素子を有するマルチポート型ストラップに関する。ストラップは、アンテナに結
合可能な第１のポートおよび補助または第２のポートを有する。補助ポートに接続された
延長領域は、改ざん防止領域として機能し、状態の変化は、ラベルが衣服から切り取られ
たことを指示する。
【０００９】
　好ましい実施形態では、補助ポートは、マルチポート型ストラップ器具の構造に起因し
て当初、閉回路状態にあり、補助ポートは、補助ポートの一対の延長ポートパッドが切断
され、引き裂かれ、または任意他の仕方で壊されると、開回路になる。かくして、この状
態変化は、衣類中の印刷布ラベル、食品鮮度ラベル、または他のタグもしくはラベルと関
連するのが良く、かかる状態変化としては、タグまたはラベルの構成要素が例えば熱伝達
プロセスによりアパレル商品上に作られてＲＦＩＤタグの構造体が熱伝達領域を覆って被
着される状況が挙げられ、この場合、かかる状態変化により、ラベル、タグまたは熱伝達
領域が衣服から切り取られたことが分かる。さらに、変形実施形態では、補助ポートは、
当初開回路状態にあり、検出状態に応答する材料は、補助ポートを短絡状態にすることが
できる。変形例として、別の実施形態では、補助ポートの導体には、外部環境に対するア
クセス手段が与えられるのが良く、補助ポートは、環境要因の存在、例えば水分に応答し
て状態変化する。
【００１０】
　上述の目的および関連目的の達成のため、開示した本発明のある特定の例示の観点を以
下の説明および添付の図面と関連して本明細書において説明する。しかしながら、これら
の観点は、本明細書において開示する原理を用いることができる種々の方法のうちのほん
の僅かを表しているに過ぎず、本発明は、かかる観点およびこれらの均等例の全てを含む
ものである。他の利点および新規な特徴は、図面と関連して考慮されると、以下の詳細な
説明から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】開示したアーキテクチャによるマルチポート型ストラップ器具の平面図である。
【図２】開示したアーキテクチャに従って横方向切れ目または他の破断部が補助ポートの
状態を変化させる領域を示すマルチポート型器具の平面図である。
【図３】開示したアーキテクチャに従って補助ポートが当初、開回路状態にあるマルチポ
ート型器具の変形実施形態の平面図である。
【図３Ａ】開示したアーキテクチャに従って衣服への縫い込みにストラップがどのように
適しているかを示すマルチポート型器具の平面図である。
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【図４】開示したアーキテクチャに従って延長領域の切断が補助ポートの状態をどのよう
に変化させるかを示すＵＨＦアンテナ付きマルチポート型器具の平面図である。
【図５】開示したアーキテクチャに従って延長ストラップが、改ざん防止領域を貫通した
切れ目がＵＨＦアンテナを損傷するのを阻止する状態を示すマルチポート型器具の平面図
である。
【図６】開示したアーキテクチャに従ってＲＦＩＤチップが比較的低い周波数パルスでポ
ート状態を検出することを特徴とするマルチポート型器具の変形構造の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、図面を参照して本発明について説明し、図面全体を通じて、同一の参照符号は、
同一の要素を示すために用いられている。以下の説明において、説明の目的上、多くの特
定の細部が本発明の完全な理解を提供するために記載されている。しかしながら、本発明
は、これら特定の細部なしでも実施できることは明らかであると言える。他の場合、周知
の構造体および器具がその説明を容易にするためにブロック図の形態で示されている。
【００１３】
　本発明は、ＲＦＩＤアンテナへの接続と検出機能、例えば開回路または閉回路状態を組
み合わせてこれらを同一構造体中に組み込むことができる多数のパッドを備えたマルチポ
ート型ストラップ器具を開示する。
【００１４】
　ＲＦＩＤチップを担持したストラップが当該技術分野において知られている。例えば、
ストラップのパッドは、アンテナに設けられたパッドに応答的に結合可能であり、結合領
域は、ＵＨＦ（超高周波）周波数で効率的な結合を提供するのに十分である。しかしなが
ら、２つ以上のポートを備えた別のチップを用いることが望ましい場合があり、この一例
は、G2iL+ by NXP（登録商標）である。このチップは、アンテナに結合可能なＵＨＦポー
トおよび補助ポートを有する。この補助ポートは、多数の種々の機能を実行するよう構成
されているのが良く、これら機能のうちの１つは、チップの開回路状態または閉回路状態
を判定することにある。この関係で、開回路は、既定の値よりも大きな抵抗を有するもの
として定義され、閉回路は、既定の値よりも低い抵抗を有するものとして定義される。す
ると、補助ポートの接続状態の判定は、低周波パルスによって行われ、この低周波パルス
は、ＵＨＦ接続をアンテナに結合するキャパシタンスによっては効率的には結合を行わな
い。
【００１５】
　最初に図面を参照すると、図１は、２つのポート、すなわち第１のポート１０２および
補助または第２のポート１０４を有するストラップ器具１００の第１の例示の実施形態を
示している。具体的に説明すると、ストラップ器具１００は、チップ１０６を有し、この
ストラップ器具は、導体構造、例えばアンテナに結合される。アンテナとストラップ器具
１００との結合は、直接的な導電結合であっても良く間接的な結合、例えば容量もしくは
誘導結合であっても良く、あるいは導電結合と容量結合と誘導結合の任意の組み合わせで
あっても良い。ストラップ器具１００は、第１のポート１０２の各側に設けられていてア
ンテナに結合するＵＨＦ（超高周波）パッド１０８を更に有する。さらに、ストラップ器
具１００は、補助ポート１０４に連結された延長領域、例えば補助ポート１０４に結合さ
れた延長ポートパッド１１０を有する。
【００１６】
　この延長領域（すなわち、延長ポートパッド１１０）は、例えば改ざん防止機能のよう
な機能を実行することができ、この場合、ストラップ器具１００の構造に起因して当初閉
回路状態にある補助ポート１０４は、補助ポート１０４の領域の延長ポートパッド１１０
が切断され、切り裂かれまたは任意別の仕方で壊された場合に開回路になる。具体的には
、補助ポート１０４は、チップ１０６に設けられた開回路／短絡検出ポートであり、した
がって、ユーザが短絡箇所１１２で回路を開きまたは短絡したときに状態変化が生じる。
したがって、ストラップ器具１００の構造に起因して当初閉回路状態にある補助ポート１
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０４は、補助ポート１０４が切断され、切り裂かれまたは任意別の仕方で壊された場合に
開回路（短絡）になる。かくして、この状態変化は、衣服内の印刷布ラベルまたはアパレ
ル商品、消費財、食品に設けられた他のタグもしくはラベルと関連しているのが良く、あ
るいは、ラベルまたはタグは、商品に直接取り付けられた熱伝達製品を介して作られ、こ
の場合、状態変化により、ラベルが衣服から切り取られたことが分かる。
【００１７】
　ストラップ器具１００の構造体は、本発明の全体的な技術的思想に影響を及ぼすことな
く、当該技術分野において知られているような任意適当な寸法、形状、および形態のもの
であって良い。当業者であれば理解されるように、図１に示されているようなストラップ
構造体の形状および寸法は、例示であるに過ぎず、ストラップ構造体について他の多くの
形状およびサイズは、本発明の範囲に完全に含まれる。ストラップ構造体の寸法（すなわ
ち、長さ、幅、および高さ）は、良好な性能の発揮にとって重要な設計上のパラメータで
あるが、使用中における最適性能および感度を保証する任意の形状または寸法のものであ
って良い。
【００１８】
　ストラップ器具１００は、アンテナに結合され、アンテナ構造体は、様々な材料のうち
の任意のもの、例えばアルミニウム、銅、銀または別の薄くて導電性の材料、例えばエッ
チングされもしくはホットスタンピングされた金属箔、または当該技術分野において知ら
れている任意他の適当な材料、例えば適当なアンテナを作製するために印刷可能な導電性
インキであって良い。アンテナ構造体は、当該技術分野において知られている少なくとも
２つの導体パッドまたは任意適当な数の導体パッドを更に有する。
【００１９】
　さらに、図１は、第１のＵＨＦポート１０２および上述したような補助ポート１０４の
開／閉回路状態と関連したチップ１０６のメモリ中にビットを設定することができる補助
ポート１０４を備えたストラップ器具１００を示している。検出または補助ポート１０４
は、状態変化を検出することができる領域を延長させるよう第１またはＵＨＦアンテナ結
合ポート１０２よりも大きい。
【００２０】
　図２は、ストラップ器具１００および延長領域（すなわち、延長ポートパッド１１０）
を開示しており、かかる延長領域を横切る横方向切れ目または他の破断部は、補助ポート
１０４の状態を変化させる。
【００２１】
　図３は、ストラップ器具３００の補助ポート３０４が当初、開回路であり、検出された
状態に応答する材料が補助ポート３０４を短絡状態にすることができる変形実施形態を開
示している。具体的に説明すると、用いられる材料は、環境条件に応答して抵抗を変化さ
せ、この抵抗は、これは開回路／短絡しきい値を上回っている場合、当初の開回路状態を
維持するが、これが下回っている場合、短絡状態を生じさせる。抵抗の変化は、環境要因
と関連している場合があり、この環境要因は、アンテナおよびストラップを保護するよう
設計された保護層、例えば一実施形態では適当なプラスチックであるのが良いフィルムを
介して検出できる。保護層は、アンテナおよびストラップを温度または光の変化から保護
することができる。変形例として、補助ポート３０４の導体には、保護層に設けられた孔
を通る外部環境へのアクセス手段が与えられるのが良い。導電性材料をストラップと接触
関係をなして設けることにより、補助ポート３０４は、環境要因、例えば導電性液体、水
に応答して状態を変化させることができる。
【００２２】
　図３Ａは、ストラップ器具３００の別の特徴を開示しており、この場合、ストラップ器
具３００の比較的幅の広い導体は、導電性経路をタグを担持しているラベルが衣服に縫い
込まれたときに破断するのを阻止する。例えば、縫い針によって作られた小穴３１２およ
びタグを衣服に取り付けるステッチ３１４の線が図３Ａに示されている。延長ポートパッ
ド３１０の幅広領域は、補助ポート３０４の状態を変化させるような衣服中へのタグの縫
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い込みを阻止する。縫いつけを実施する針は、ステッチを挿通させる一連の穴をところど
ころにあける。一実施形態では、例えば、穴は、直径が約１ｍｍであり、２ｍｍの間隔を
置いて配置されている。１ｍｍ未満の細い線／パッドは、針がポートの状態を時期尚早に
変化させることによって切断される場合がある。幅の広いパッドを用いることによって、
穴がパッドにどのように位置合わせされているかとは無関係に、状態を閉回路から開回路
に時期尚早に変化させることができる穴の組み合わせは存在しない。
【００２３】
　図４は、線４００を示すストラップ器具１００（すなわち、タグ）の一例を開示してお
り、この場合、ラベルは、一般に、切断によって衣服から取り外されまたは分離され、こ
の切断は、補助ポート１０４の状態を変化させ、それによりタグは、改ざん防止機能を実
行することができる。図４はまた、第１のポート１０２に結合されたＵＨＦアンテナ４０
２を開示している。
【００２４】
　図５は、延長ストラップ器具１００およびその関連アンテナ設計の特徴を開示しており
、この場合、改ざん防止補助ポート１０４として機能するよう設計された延長領域（すな
わち、延長ポートパッド１１０）は、ＵＨＦアンテナ領域５００から分離され、その結果
、改ざん防止補助ポート１０４および／または延長ポートパッド１１０を貫通して切れ目
が入っても、これによってはＵＨＦアンテナ１０２が損傷を受けずまたは動作不能にはな
らない。これにより、ビット状態を依然として遠隔地から読み取ることができる。かくし
て、延長領域（すなわち、延長ポートパッド１１０）は、切れ目がＵＨＦアンテナ４０２
を損傷させるのを阻止し、ＵＨＦアンテナ領域５００内の切れ目は、読み取り範囲を縮小
する。しかしながら、改ざん防止領域の延長領域（すなわち、延長ポートパッド１１０）
に生じた横方向切れ目は、補助ポート１０４の状態を変化させる。
【００２５】
　図６は、ストラップ器具６００が比較的低周波のパルス、例えば１００ｎｓ続くパルス
で補助ポート６０４を検出するＲＦＩＤチップ付きで働くよう設計された変形実施形態を
開示している。補助ポート６０４の延長領域６１０は、開回路である大きなパッド（すな
わち、広い結合領域）を有し、これら大きなパッドは、アンテナプロセスの一部として形
成された改ざん防止／検出構造体６１４（すなわち、ＵＨＦアンテナ６１６の一部として
形成された延長金属領域）に結合する。大きなパッドによって得られる広い結合領域に起
因して、パルスは、容量結合部を通過してループの開回路／短絡状態を判定することがで
きる。
【００２６】
　上述した内容は、クレーム請求された発明の実施例を含む。当然のことながら、クレー
ム請求された発明を説明する目的でコンポーネントまたは方法の想到できる全ての組み合
わせを記載することは可能ではなく、当業者であれば、クレーム請求された発明の多くの
別の組み合わせおよび置換が可能であることを理解できよう。したがって、クレーム請求
された発明は、特許請求の範囲に記載された本発明の精神および範囲に属するかかる全て
の変更例、改造例および変形例を含むものである。さらに、原文明細書の詳細な説明か特
許請求の範囲の記載かのいずれかにおいて“includes”（訳文では「～を含む」としてい
る場合が多い）という用語が用いられている場合、かかる用語は、“comprising”（訳文
では「～を有する」としている場合が多い）という用語と類似して包括的であることを意
図しており、と言うのは、“comprising”は、これが用いられている場合、特許請求の範
囲における伝統的な用語として解されるからである。
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